
令和２年第４回定例会議案概要 
 

議案第７３号 令和２年度習志野市一般会計補正予算（第８号） 

１ 歳入歳出補正予算 補正前 ８３６億６,４８９万４千円 

 補正額    △１億１,０６３万４千円 

 補正後 ８３５億５,４２６万円 

 

（歳出概要）・千葉県知事選挙費 

     ・介護施設等整備事業 

     ・生活保護支援対策事業 

     ・生活保護費 

     ・新型コロナウイルス感染症検査事業 

     ・谷津干潟自然観察センター管理運営事業 

     ・谷津公園維持管理事業 

     ・生涯学習複合施設管理運営費 

     ・体育施設管理運営費 

     ・事業費確定に伴う国県支出金過年度分返還金（６事業） 

     ・給与改定及び決算調整による人件費 

 

２ 繰越明許費 

（追加）                         （単位：千円） 

款 項 事業名 金額 

９ 消防費 １ 消防費 新消防庁舎移転事業 11,000 

 

３ 債務負担行為 

（追加） 

事  項 期間 限度額 

実花他２公民館指定管理料 ６年 
委託料３億８,６１７万８千円に 

消費税及び地方消費税を加えた額の範囲内 

 

議案第７４号 令和２年度習志野市介護保険特別会計補正予算（第２号） 

１ 歳入歳出補正予算 補正前 １２５億１,１１７万６千円 

 補正額      ２億６,７６０万円 

 補正後 １２７億７,８７７万６千円 

 

（歳出概要）・介護給付費準備基金積立金 

     ・償還金 
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議案第７５号 習志野市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の

一部を改正する条例の制定について 

期末手当を年間４.５月から０.０５月分引き下げ、年間４.４５月とするものです。 

対象年度 ６月期 １２月期 

本年度 2.25 月 
2.2 月 

(現行 2.25 月) 

令和３年度 

以後 

2.225 月 

（現行 2.25 月） 

2.225 月 

(改正前 2.2 月) 

（施行期日） 

令和２年度の期末手当については、公布の日から施行します。 

令和３年度以後の期末手当については、令和３年４月１日から施行します。 

議案第７６号 習志野市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

期末手当を年間４.５月から０.０５月分引き下げ、年間４.４５月とするものです。 

対象年度 ６月期 １２月期 

本年度 2.25 月 
2.2 月 

(現行 2.25 月) 

令和３年度 

以後 

2.225 月 

（現行 2.25 月） 

2.225 月 

(改正前 2.2 月) 

（施行期日） 

令和２年度の期末手当については、公布の日から施行します。 

令和３年度以後の期末手当については、令和３年４月１日から施行します。 

議案第７７号 習志野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定について 

人事院勧告及び千葉県人事委員会勧告に準じ、次のように改正します。 

 一般職の職員（再任用職員を除く。）に支給される期末手当を年間２.６月か

ら０.０５月分引き下げ、年間２.５５月※とするものです。 

 なお、会計年度任用職員については、令和３年度の期末手当から引き下げます。 
※ 勤勉手当と合わせ、年間 4.45 月（会計年度任用職員を除く。） 

対象年度 ６月期 １２月期 

本年度 
期末手当 1.3 月 

1.25 月 

（現行 1.3 月） 

勤勉手当 0.95 月 0.95 月（改定なし） 

令和３年度 

以後 

期末手当 
1.275 月 

（現行 1.3 月） 

1.275 月 

（改正前 1.25 月） 

勤勉手当 0.95 月（改定なし） 0.95 月（改定なし） 

（施行期日） 

令和２年度の期末手当については、公布の日から施行します。 

令和３年度以後の期末手当については、令和３年４月１日から施行します。 
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議案第７８号 習志野市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

「対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する

条例の制定に関する基準を定める省令」の改正に伴い、次のとおり改正するものです。 

１ 急速充電設備※について、全出力の上限を５０kWから２００kWに拡大し、位置、構造

及び管理に関する基準を整備します。 
※ 電気を設備内部で変圧し、電気自動車等に充電する設備 

２ 急速充電設備（全出力５０kW 以下のものを除く。）について、消防長への設置の届

出を要するものとします。 

３ その他文言整理をします。 

（施行期日） 

令和３年４月１日から施行します。 

議案第７９号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

次の者を人権擁護委員候補者として法務大臣に推薦することについて、人権擁

護委員法第６条第３項の規定に基づき、意見を求めるものです。 

住  所  習志野市実籾 

氏  名  井 上   彩（いのうえ あや） 

任  期  ３年（再任） 

議案第８０号 財産の取得について（習志野市立小・中学校大型提示装置） 

次のとおり財産を取得するものです。 

１ 取得する財産の表示  習志野市立小・中学校大型提示装置 

２ 取 得 の 目 的  習志野市立小・中学校大型提示装置の整備 

３ 取 得 の 方 法  制限付き一般競争入札 

４ 取 得 価 格  ６,２９４万９,０４０円 

５ 取得の相手方  習志野市鷺沼台四丁目１番１４号 

株式会社 千葉理化器械 

６ 仕 様 概 要  大型提示装置（３０８台）、ディスプレイスタンド（取付金具付）、

ＨＤＭＩケーブル、実物投影機（３０８台） 

議案第８１号 市道の路線廃止について 

廃止する路線は、３路線です。 

廃止 ３路線 

廃 止 理 由 路 線 名 

隣接地との一体利用を図るもの 

藤崎四丁目 ０７－０４３号線 

大久保一丁目 ０８－０３５号線 

実籾本郷 １０－０６３号線 
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議案第８２号 指定管理者の指定について（習志野市総合福祉センター花の実園） 

（公の施設の名称） 

習志野市総合福祉センター花の実園 

（指定管理者） 

習志野市秋津三丁目４番２号 

社会福祉法人 習愛会 

（指定の期間） 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

議案第８３号 指定管理者の指定について（習志野市実花公民館、習志野市袖ケ

浦公民館及び習志野市谷津公民館） 

（公の施設の名称） 

習志野市実花公民館、習志野市袖ケ浦公民館及び習志野市谷津公民館 

（指定管理者） 

東京都中央区銀座四丁目１２番１５号 

株式会社 オーエンス 

（指定の期間） 

令和３年４月１日から令和８年３月３１日まで（５年間） 

 

 


